  

[bookmark: _Hlk185585162]2026年夏期333複合地区YCE事業
2つの募集方法の違いについて
1 新たに開始した国際ディレクトリ全キャンプへの随時派遣生募集
2 以前から実施している複合地区相互交流による派遣生募集

前略　333複合地区YCE委員会では海外派遣先国及び派遣生人数の拡大を目指して2026年夏期YCE派遣生募集から新たに国際ディレクトリ全キャンプへの随時派遣生募集を開始します。以前から実施している複合地区相互交流による派遣生募集との違いについて別紙ご案内いたします。
応募方法の詳細は別途配信した案内をご確認ください。333複合地区として初めてのチャレンジの為、課題等発生した場合は随時相談させていただく場面もあり得ますのでその点ご了承ください。また、ご不明点ありましたら各準地区YCE委員長、または複合YCE委員会役員までお問い合わせください。




1. 
2. 両事業の比較表(相違点確認)
	
	1 複合地区相互交流による募集
	2 国際ディレクトリ全キャンプへの随時募集

	派遣先国の選択肢
	333複合地区選定の国の中から選択する
派遣可否及び派遣先国の決定は333複合地区YCE委員会の選考による
	ライオンズクラブ国際協会ホームページからダウンロードできる国際ディレクトリにリストアップされている国の中から選択できる


	募集から派遣決定
までの流れ
	1） 派遣希望者のホストクラブは2026年1月15日までに準地区委員長まで希望者が居ることをメールまたは口頭で伝える
2） 準地委員長は派遣希望者を確認したら速やかに複合役員へグループLINEで報告する
3） 2026年2月2日~6日の間に複合地区事務局へ応募書類一式を送信する
4） 2026年2月12日複合YCE委員会にて派遣生及び派遣先国決定
	1） 派遣応募は随時受け付ける
2） 参加希望キャンプの締切に注意（締切直前は対応不可）
3） また、定員満了で応募できないこともある
4） 派遣希望者は応募書類一式をそろえて準地区委員長へ申込む
5） 準地区委員長は書類一式を確認の上、複合役員へ申込む
6） 複合役員は書類一式を確認の上、希望国へ打診する
7） 希望国が受入可であれば決定、不可であれば第2希望へ打診する
8） 第2希望が不可なら第3希望へ打診する

	渡航中の責任の
所在
	YCE事業中の病気、事故等の全てのトラブルにおいてライオンズクラブには責任がない前提で、ライオンズクラブがフォローしながら派遣生自身の責任で対応することとなり、医療機関の受診料他、トラブル対応に費用が発生する場合は派遣生自身が契約している旅行保険の支払いとなる
飛行機の直前キャンセルや遅延等の対応も派遣生自身で対応する


	海外との交信
（メール等）
	1） 準地区キャビネットから333複合事務局を通して行う
2） ホストファミリー決定後はYCEが行う
CCメールで複合YCE役員、準地区委員長、複合事務局がフォローする

	1） 派遣決定までは複合事務局を通して行う
2） 派遣決定後は準地区委員長が行う
3） ホストファミリー決定後はYCE生が行う
CCメールで準地区委員長、複合YCE役員がフォローする

	来日生及びホストファミリー
	333複合地区YCE委員会にて各準地区の担当来日生を決定する
準地区内来日生ホストファミリーは準地区内で決定する

	バーターでの受入依頼が来る可能性は低いが派遣先国から受入依頼が来た場合は派遣生ホストクラブがホストファミリーを確保する
ホームステイのみで複合主催のサマーキャンプへは参加しない


注意事項（上記相違点と重複する内容を含む）

(1) 複合及準地区YCE委員会の対応として責任を持つ実務範囲は派遣先国及びホームステイ先の決定までとします。

(2) ホームステイ先が決まったら、それ以降の情報交換は派遣生本人と派遣元ホストクラブの責任においてお願いします。ただしその後、当委員会も情報を共有させていただきながらフォローしますので、メールのやり取りをＣＣにて受信させてください。

(3) アプリケーションフォームの注意事項に記載の通りライオンズクラブ国際協会はＹＣＥ事業中のいかなるアクシデント、トラブルに対して法的にも道徳的にも責任を負いません。旅行業者が販売するパッケージ旅行と違い、航空券だけを購入しての個人旅行の対象となりますので、渡航中は全てにおいて派遣生ご自身で対応していただきます。充分なご理解をお願いします。緊急時または相談が必要な時のライオンズ関連、またはその他緊急連絡先は事前にお伝えします。

· この注意事項については複合地区主催の募集においても以前から申込書に常時記載されていた内容ですが、おそらくほとんどの方が理解されていなかったと思いますので、あらためて派遣元ホストクラブ及び派遣生保護者、派遣生本人の充分な理解が必要と考えます。

(4) 航空券および国内移動手段の手配は派遣生ホストクラブのフォローのもと派遣生本人（派遣生保護者）が手配してください。ご相談いただければ当委員会としても旅行業者のご紹介等アドバイスが出来ます。航空券購入後はeチケットの写しを速やかに派遣先ホストクラブ、ホストファミリー及び当委員会へメール送信してください。

(5) 日本国内発着空港までの国内送迎、空港でのチェックイン、出国手続きフォロー等は当委員会で実施しませんので派遣生本人の責任でお願いします。

(6) 派遣先国のビザ要否確認、その他入国条件の確認は派遣生本人の責任でお願いします。

(7) 渡航中におけるトラブル（飛行機の遅延、キャンセルの対応の他、病気や事故等）に対して派遣元ホストクラブ、滞在国ホストクラブ及び当委員会はフォローをしますが基本的に派遣生自身が対応します。病気や事故等で医療機関の処置が必要な場合は滞在先のホストファミリーまたはキャンプ中であればキャンプリーダーと医療機関に行きますが、自身で加入した旅行保険を利用しての対応になりますので、実際に対応が必要になった場合の連絡先等を事前にご確認をお願いします。

(8) 派遣先国からバーターで来日生の受入依頼が来た場合は派遣元ホストクラブの手配にてホストファミリーの確保をお願いいたします。
以上
